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  選定議員    互選議員  

　平成27年度決算においては、収入の大部分を占
める保険料は、前年度比5,700万円減の111億1,800
万円となりました。また、別途積立金から2億円を
繰り入れて収支の均衡を図りました。
　支出は、みなさんの医療費などにあてられた保険
給付費が51億7,800万円と同比7,200万円増加、医
療費が増加する50歳前後が多い年齢構成や医療技
術の高度化など、今後の動向に注意を要します。ま
た、高齢者医療制度への納付金が52億4,900万円と
同比6,900万円減少しましたが、他の医療保険制度
に使われる納付金がみなさんの保険給付費を上回っ
ている異常な状況です。
　このほか、人間ドックやがん検診補助などみなさ
んの健康づくりを応援する保健事業費は3億6,600
万円と、若干の増加となりました。
　健康づくり事業はみなさんの健康を支える健保組
合本来の仕事の一つであり、今後も継続しますので、
医療費節減、財政健全化のためにもぜひご活用いた
だき、健康な毎日をお過ごしくださいますよう、お
願いいたします。

　当健保組合の平成27年度予算においては保険料率7.5％
を維持し、収入については前年度並み、支出については保
険給付費増加と一時的な納付金減少を見込んでほぼ収支
均衡の編成をしました。最終的には保険給付費が予算比1
億9,700万円減となったことを主な要因として、経常収支
2億5,700万円の黒字決算で終了することができました。
　しかしながら、前期高齢者納付金や後期高齢者支援金
など、高齢者の医療費として健保組合が負担する納付金
については保険料の5割近くを占め、依然として健保財政
を圧迫しています。
　平成29年度には後期高齢者支援金が加入者割から全面
総報酬割となり、現役世代の中でも比較的報酬が高い健
保組合ではさらに過重な負担を強いられることになりま
す。昭和22～ 26年頃生まれの団塊世代が高齢化するに
伴い高齢者医療費の増大は避けられず、今後の支出増を
まかなえる保険料収入の確保が難しくなっていくと予測
されます。全国の健保組合では保険料率の引き上げや積
立金の取り崩しで対応してきましたが、それも限界に達
しています。また、消費税引き上げの再延期により、高
齢者医療費への充当が先送りされ、予断を許さない状況
が続いています。

■収入
科目 決算額（百万円）

保険料 11,118
国庫負担金収入・雑収入 19

経常収入合計 11,137
調整保険料収入 203
繰入金 200
財政調整事業交付金・他 591

合計 12,132

■収入
科目 決算額（百万円）

介護保険料 1,128
繰越金・他 172

合計 1,300

■支出
科目 決算額（百万円）

介護納付金 1,008
合計 1,008

■支出
科目 決算額（百万円）

事務費 83
保険給付費 5,178
納付金 5,249
保健事業費 366
その他 4

経常支出合計 10,880
財政調整事業拠出金・他 203

合計 11,083

経常収支差引額 257
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組合会議員 任期：平成30年4月16日� （平成28年9月末現在）（敬称略）

当健保組合の
現況

◦事業所数� 27社
◦被保険者数� 男10,787人
� 女10,760人
� 計21,547人
◦被扶養者数� 計16,426人

◦保険料率
　健康保険 7.5%� 事��業��主　�4.8%
� 被保険者�　2.7%
　介護保険 1.15%� 事��業��主 0.575%
� 被保険者 0.575%

平成28年9月末現在

収入総額●564,951円

支出総額●516,118円

保険料　517,745円（91.6％）

その他　28,418円（5.0％）
繰入金　9,314円（1.6％）
調整保険料収入　9,474円（1.7％）

保険給付費　241,151円（46.7％） 納付金　244,427円（47.4％）

その他　9,629円（1.9％）
事務費　3,853円（0.7％）
保健事業費　17,058円（3.3％）

平成27年度決算を１人当たりでみると…（　）は収支の割合

黒字決算で終了するも
依然として納付金が財政を圧迫

介護保険健康保険

納付金は前年度並みだが
今後も財政を圧迫するおそれ

保険料の約半分が
高齢者医療制度への納付金に

　7月 26日に開催された当健保組合組合会において、平成 27年度決算が
可決・承認されましたので、お知らせします。※四捨五入のため、一部合計の合わない箇所があります。

　平成28年10月1日から、法改正にともない、健康保
険と厚生年金の適用拡大（被保険者となる条件の緩和）
が実施されました。

　これにより従業員501人以上の企業にお勤めの方（学
生は除外）が、次のすべての基準を満たした場合に健康
保険の被保険者となり、被扶養者から外れます。
①週の労働時間20時間以上（就業規則、雇用契約書等
に基づく通常の週）

②月額賃金8.8万円以上（契約等により見込まれる額で、
賞与・臨時の手当・時間外手当・通勤手当等算入さ
れないものがあります。）

③勤務期間1年以上（契約等に基づき見込まれることと
なったときから）

　被扶養者であるご家族が、パートやアルバイトなど
短時間勤務をしており、左記の基準を満たしている場
合は、10月より勤め先の健康保険の被保険者に変わっ
ています。
　この場合、当健保組合の被扶養者から外していただ
くための、速やかな届出が必要となりますので、お忘
れのないようお願いいたします。
●届出に必要な書類
　事業所健保窓口をとおして提出してください（任意継
続被保険者は当健保組合へ直接提出してください）。
・被扶養者資格喪失届
・保険証

平成28年10月から被扶養者から外れている方がいます
パートやアルバイトをしているご家族がいらっしゃる場合はご注意を

被保険者のみなさんへお願い

氏名等はお配りした「Sawayaka」でご覧ください。


